
一 一

一
頁

第
百
七
十
二
宗
議
会

宗
務
総
長
挨
拶

増

田

修

誠

宗
務
総
長

慈
光
照
護
の
も
と
、
御
住
職
各
位
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
振
る
う
中
、
法

務
に
大
変
苦
慮
し
て
お
ら
れ
ま
す
こ
と
衷
心
よ
り
拝
察
申
し
上
げ
ま
す
。

感
染
症
に
よ
り
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
す
べ
て
の
方
々
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
罹
患

さ
れ
て
い
る
皆
さ
ま
に
心
か
ら
お
見
舞
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
緊
迫
し
た
状
況
下
で
医
療
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
医
療

従
事
者
の
方
々
を
は
じ
め
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
維
持
に
努
め
ら
れ
て
い
る
皆
さ
ま
に
深
く
敬
意
と
感
謝
を
表
し
ま
す
。

本
山
各
仏
事
行
事
も
感
染
拡
大
と
い
う
状
況
を
重
く
受
け
止
め
、
三
密
を
避
け
、
縮
小
・
延
期
等
の
対
応
を
は
じ

め
、
本
山
来
山
の
皆
さ
ま
、
参
拝
の
皆
さ
ま
へ
出
来
る
限
り
の
感
染
防
止
の
安
全
を
第
一
に
、
検
温
・
消
毒
・
マ
ス
ク

着
用
・
換
気
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
等
の
予
防
対
策
の
も
と
、
第
九
十
五
回
仏
教
文
化
講
座
を
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ



二 二

二
頁

動
画
配
信
し
、
讃
佛
会
の
御
親
教
、
復
演
の
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
配
信
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
又
、
「
高
田
本
山
か

ら
の
お
知
ら
せ
」
最
新
情
報
案
内
を
各
御
寺
院
へ
配
信
充
実
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

私
共
が
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
猛
威
も
、
一
人
一
人
の
感
染
防
止
の
予
防

・
医
療
従
事
者
の
努
力
、
高
齢
者
か
ら
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
り
、
感
染
拡
大
か
ら
予
防
対
応
へ
進
む
中
、
全
国
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
変
異
株
等
の
拡
大
、
緊
急
事
態
宣
言
・
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
発
令
、
更
に
延

長
も
検
討
さ
れ
る
事
態
に
お
い
て
、
九
月
一
日
議
長
・
監
正
局
局
長
・
議
会
運
営
委
員
長
並
び
に
内
局
三
名
の
も
と
、

第
百
七
十
二
宗
議
会
の
開
催
方
法
に
つ
い
て
、
緊
急
検
討
会
議
を
行
い
、
宗
議
会
議
員
各
位
皆
さ
ま
並
び
に
関
係
者
各

位
の
安
全
を
鑑
み
、
感
染
予
防
の
た
め
、
高
田
派
規
則
第
二
十
六
条
第
六
項
に
よ
り
緊
急
時
の
議
会
開
催
議
決
を
、
前

百
七
十
一
宗
議
会
同
様
の
書
面
表
決
議
に
よ
る
議
会
に
替
え
る
特
例
と
し
て
審
議
を
い
た
だ
く
旨
、
宗
報
号
外
に
よ
り

宗
達
並
び
に
宗
告
を
全
寺
院
へ
お
知
ら
せ
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

宗
議
会
議
員
各
位
皆
さ
ま
に
、
第
百
七
十
二
宗
議
会
議
案
書
（
案
）
を
送
付
申
し
上
げ
、
ご
審
議
賜
り
ま
す
よ
う
謹

ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

尚
、
今
回
の
議
決
事
項
は
決
算
に
関
す
る
も
の
と
し
、
山
政
一
般
、
承
認
事
項
、
説
明
等
に
つ
い
て
は
、
別
途
臨
時

宗
議
会
を
開
催
申
し
上
げ
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。



三 三

三
頁

令
和
三
年
九
月

七

日

宗
議
会
議
案
書
（
案
）
送
付

九
月

十
四

日

質
問
状
の
返
信
必
着

九
月
二
十
一
日

質
問
状
の
回
答
送
付
（
全
議
員
各
位
）

九
月
二
十
八
日

議
案
精
査
を
願
い
、
返
信
必
着

九
月
二
十
九
日

議
長
・
監
正
局
局
長
、
宗
議
会
事
務
局
長
立
会
い
の
下
、
書
面

表
決
書
開
票
（
議
案
第
一
号
～
第
七
号
）
全
議
案
全
員
賛
成
可
決

宗
議
議
員
各
位
皆
さ
ま
に
は
、
書
面
表
決
書
に
よ
る
特
例
と
し
て
、
ご
審
議
、
全
議
案
を
可
決
賜
り
ま
し
た
事
、
謹

ん
で
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

正
に
二
〇
二
三
年
『
特
別
法
要
』
『
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
出
会
う
宝
物
館
建
設
事
業
』
の
円
成
に
む
け
て
、
開
山

親
鸞
聖
人
が
ご
生
涯
を
か
け
、
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
い
た
念
仏
の
み
教
え
を
聞
き
、
ご
遺
徳
を
偲
び
、
共
に
念
仏
を

唱
和
す
る
感
謝
の
『
特
別
法
要
』
へ
と
皆
さ
ま
と
共
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
た
く
、
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
多
く
の
課
題
が
山
積
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
一
つ
一
つ
、
信
頼
さ
れ
る
宗
政
の
確
立
の
た
め
一
層

の
努
力
を
し
て
い
く
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。
各
位
皆
さ
ま
の
力
強
い
ご
支
援
を
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



四 四

四
頁

宗

達

宗

達

第
一
一
五
五
号

真
宗
高
田
派
宗
制
第
七
十
九
条
第
三
項
に
よ
り
令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

第
一
七
三
臨
時
宗
議
会
を
召
集
せ
ら
る

令
和
三
年
九
月
三
十
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
一
五
六
号

法
主
殿
来
る
令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
・
十
六
日
本
寺
専
修
寺
報
恩
講
に
御
親
修
御
親
教
相
成
る

令
和
三
年
九
月
三
十
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印



五 五

五
頁

任

免

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

神
戸
別
院
評
議
員

伊
藤

幸
子

垣
内

昌
次

鈴
木

光
幸

馬
路

孝
文

令
和
三
年
六
月
一
日

神
戸
別
院
評
議
員
を
委
嘱
す
る

神
戸
別
院
世
話
方

林

基
博

神
戸
別
院
世
話
方

佐
野

豪
一

神
戸
別
院
世
話
方

石
川

茂
美

神
戸
別
院
婦
人
部

酒
井
さ
か
え

令
和
三
年
九
月
一
日

財
務
部
財
務
課
課
長
補
佐
兼
庶
務
部
広
報
課
主
任
を
命
ず
る

庶
務
部
広
報
課
主
任

玉
野

章
法

令
和
三
年
九
月
十
日

第
百
七
十
二
宗
議
会
宗
務
委
員
を
命
ず
る

監
正
局
長

佐
藤

唯
信

第
百
七
十
二
宗
議
会
書
記
を
命
ず
る

録
事

村
上

英
俊

録
事

塩
崎

慶
脩

令
和
三
年
十
月
一
日

知
堂
を
命
ず
る

知
堂
見
習

髙
島

光
憲

令
和
三
年
十
月
十
一
日

宗
務
企
画
室

主
任
を
命
ず
る

宗
務
企
画
室

中
野

達
照

門
室
部
門
室
課

課
長

兼

庶
務
部
庶
務
課
を
命
ず
る

門
室
部
門
室
課

主
任

久
世

宜
範

教
学
部
教
学
課

課
長
を
命
ず
る

庶
務
部
参
拝
課

主
任

藤
澤

真
樹

庶
務
部
参
拝
課

課
長
を
命
ず
る

教
学
部
教
学
課

課
長

山
川

蓮
生



六 六

六
頁

組
長
交
代

令
和
三
年
六
月
十
七
日

三
重
第
十
五
組
組
長
を
命
ず
る

浄
安
寺
住
職

松
山

深
令

依
請
解
其
職

三
重
第
十
五
組
組
長

加
藤

正
信

令
和
三
年
九
月
二
十
六
日

依
請
解
其
職

愛
知
第
三
組
組
長

井
上

義
正

令
和
三
年
九
月
二
十
七
日

愛
知
第
三
組
組
長
を
命
ず
る

淨
泉
寺
住
職

古
井
戸
康
心

住
職
代
務
者

令
和
三
年
八
月
十
日

三
重
県
津
市
安
濃
町
妙
法
寺

西
林
寺
住
職

佐
々
木
善
德

三
重
県
津
市
河
芸
町
高
佐

補

誓
教
寺
住
職
代
務
者

令
和
三
年
九
月
十
六
日

三
重
県
多
気
郡
多
気
町
相
可

長
盛
寺
住
職

三
室

堯
久

三
重
県
度
会
郡
玉
城
町
上
田
辺

補

龍
花
庵
住
職
代
務
者

布
教
任
命

八
月
二
十
七
日
よ
り
九
月
三
十
日
ま
で
、
讃
佛
会
御
親
教
を
受
け
て

の
復
演
以
外
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
為
中
止
と
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。

讃
佛
会
説
教

九
・
二
〇

晨
朝

権
中
僧
都

鷲
山

了
悟

日
中

権
大
僧
都

真
昌

智
海

九
・
二
一

晨
朝

少

僧

都

千
草

篤
昭

日
中

少

僧

都

山
中

真
諭

九
・
二
二

晨
朝

少

僧

都

長
谷
部
行
雄

日
中

少

僧

都

花
山

光
瑞

九
・
二
三

晨
朝

権
少
僧
都

真
置

信
海



七 七

七
頁

九
・
二
四

晨
朝

権
中
僧
都

松
山

智
道

日
中

権
中
僧
都

中
村

宜
成

九
・
二
五

晨
朝

律

師

田
中

唯
聴

日
中

律

師

隆

妙


九
・
二
六

晨
朝

権
中
僧
都

田
中

明
誠

日
中

律

師

水
谷

忍
英

讃
佛
会
復
演

九
・
二
三

日
中

律

師

弓
削

弘
胤

九
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

九
・
一

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

九
・
二

少

僧

都

岡

知
道

九
・
三

権
中
僧
都

藤
田

正
知

九
・
四

権
中
僧
都

田
中

明
誠

九
・
五

大

僧

都

上
田

隆
順

九
・
六

少

僧

都

玉
野

章
法

九
・
七

律

師

隆

妙


九
・
八

権
中
僧
都

中
村

宜
成

九
・
九

少

僧

都

山
中

真
諭

九
・
一
〇

大

律

師

塩
崎

慶
脩

九
・
一
一

権
大
僧
都

東
雲

正
乗

九
・
一
二

権
少
僧
都

真
置

信
海

九
・
一
三

大

律

師

北
畠

大
道

九
・
一
四

律

師

北
畠

心
淳

九
・
一
五

中

僧

都

青
木

義
成

九
・
一
六

権
中
僧
都

安
藤

章
仁

九
・
一
七

律

師

若
林

妙
百

九
・
一
八

権
中
僧
都

生
桑

崇
等

九
・
一
九

大

律

師

髙
島

光
憲

九
・
二
七
、
二
八

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

九
・
二
九

中

僧

都

佐
藤

弘
道

九
・
三
〇

少

僧

都

上
田

英
典

九
月
御
影
堂
常
在
説
教

九
・
七

逮
夜

律

師

龍
池

宏
昭

九
・
八

日
中

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

九
・
九

逮
夜

中

僧

都

青
木

義
成

九
・
一
〇

日
中

律

師

水
谷

忍
英

九
・
一
五

逮
夜

権
少
僧
都

高
藤

英
光

九
・
一
六

日
中

権
少
僧
都

高
藤

英
光

資
堂
講
法
会
説
教
（
日
中
）

一
〇
・
一

律

師

隆

妙




八 八

八
頁

一
〇
・
二

権
大
僧
都

真
昌

智
海

一
〇
・
三

権
中
僧
都

松
山

智
道

十
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

一
〇
・
一

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

一
〇
・
二

中

僧

都

青
木

義
成

一
〇
・
三

権
少
僧
都

真
置

信
海

一
〇
・
四

権
中
僧
都

藤
田

正
知

一
〇
・
五

少

僧

都

山
中

真
諭

一
〇
・
六

権
中
僧
都

中
村

宜
成

一
〇
・
七

大

律

師

髙
島

光
憲

一
〇
・
八

少

僧

都

玉
野

章
法

一
〇
・
九

権
少
僧
都

真
置

信
海

一
〇
・
一
〇

権
中
僧
都

田
中

明
誠

一
〇
・
一
一

大

律

師

塩
崎

慶
脩

一
〇
・
一
二

権
中
僧
都

鷲
山

了
悟

一
〇
・
一
三

律

師

隆

妙


一
〇
・
一
四

権
中
僧
都

中
村

宜
成

一
〇
・
一
五

少

僧

都

山
中

真
諭

一
〇
・
一
六

権
中
僧
都

田
中

明
誠

一
〇
・
一
七

律

師

若
林

妙
百

一
〇
・
一
八

少

僧

都

青
木

妙
法

一
〇
・
一
九

大

律

師

北
畠

大
道

一
〇
・
二
〇

中

僧

都

青
木

義
成

一
〇
・
二
一

権
中
僧
都

安
藤

章
仁

一
〇
・
二
二

少

僧

都

上
田

英
典

一
〇
・
二
三

律

師

田
中

唯
聴

一
〇
・
二
四

権
大
僧
都

東
雲

正
乗

一
〇
・
二
五

律

師

古
芝

智
泉

一
〇
・
二
六
、
二
七

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

一
〇
・
二
八

少

僧

都

岡

知
道

一
〇
・
二
九

律

師

北
畠

心
淳

一
〇
・
三
〇

中

僧

都

佐
藤

弘
道

一
〇
・
三
一

大

僧

都

上
田

隆
順

十
月
御
影
堂
常
在
説
教

一
〇
・
七

逮
夜

律

師

龍
池

宏
昭

一
〇
・
八

日
中

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

一
〇
・
九

逮
夜

権
少
僧
都

高
藤

英
光

一
〇
・
一
〇

日
中

権
少
僧
都

高
藤

英
光

一
〇
・
一
五

逮
夜

中

僧

都

青
木

義
成

一
〇
・
一
六

日
中

律

師

水
谷

忍
英



九 九

九
頁

高
田
慈
光
院

月
例
法
会

九
・
一
〇
、
二
六

中

僧

都

青
木

義
成

九
・
一
六

律

師

弓
削

弘
胤

一
〇
・
一
〇
、
一
六
、
二
六

権
中
僧
都

田
中

明
誠

報
徳
園

月
例
法
会

九
・
一
五

少

僧

都

千
草

篤
昭

一
〇
・
一
五

少

僧

都

山
中

真
諭

敬

弔

次
の
方
々
が
御
往
生
な
さ
い
ま
し
た
。
謹
ん
で
敬
弔
の
意
を
表
し
ま
す
。

令
和
二
年

一
〇
・
二
〇

三
重
県
津
市
一
身
田
町

智
慧
光
院
前
坊
守

玉
樹

敬
子

一
二
・
一
七

三
重
県
津
市
一
身
田
町

玉
保
院
前
坊
守

水
沼

峰
子

令
和
三
年

五
・
三
一

三
重
県
鈴
鹿
市
竹
野正

運
寺
前
坊
守

三
輪
ミ
エ
キ

八
・
二
二

三
重
県
鈴
鹿
市
若
松
北

弘
善
寺
坊
守

誓
山
や
う
子

九
・
七

愛
知
県
稲
沢
市
西
溝
口
町

成
願
寺
住
職

山
口

善
有

贈

中

僧

都

九
・
九

三
重
県
津
市
安
濃
町長

徳
寺
住
職

髙
林

亮
英

贈

大

僧

都

九
・
一
一

三
重
県
鈴
鹿
市
三
宅
町

蓮
性
寺
坊
守

實
義

洋
子

九
・
一
七

三
重
県
津
市
白
山
町清

光
寺
坊
守

清
原

悦
子



一
〇

一
〇

第
1
7
2
　
宗
議
会
報
告

　
去
る
９
月
2
9
日
本
会
議
は
、
書
面
表
決
書
に
て
開
催
し
た
。

　
そ
の
経
緯
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
事
態
宣
言
の
延
長
も
検
討
さ
れ
て
い
る
時
節
に
お
い
て
、
９
月
１
日
内
局
が
、
議

長
、
監
正
局
長
、
議
会
運
営
委
員
長
と
第
1
7
2
宗
議
会
の
開
催
方
法
に
つ
い
て
緊
急
検
討
会
議
を
行
い
決
定
し
た
。

　
採
決
を
行
う
に
あ
た
り
次
の
順
で
行
っ
た
。

①
議
案
書
等
を
全
議
員
へ
発
送
（
９
月
７
日
送
付
）

②
議
案
質
問
受
付
（
９
月
1
4
日
締
切
）

③
議
案
質
問
に
対
す
る
回
答
を
全
議
員
へ
発
送
（
９
月
2
1
日
送
付
）

④
書
面
表
決
書
受
付
（
９
月
2
8
日
締
切
）

⑤
採
決
（
９
月
2
9
日
午
前
1
0
時
3
0
分
よ
り
）

　
議
案
採
決
は
議
長
、
監
正
局
長
立
ち
会
い
の
元
、
事
務
局
が
厳
正
に
行
い
「
令
和
2
年
度
真
宗
高
田
派
歳
入
歳
出
決
算
」
等
全
七
議
案
、

全
会
一
致
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

　
可
決
議
案
及
び
報
告
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



一
一

一
一

第
1
7
2
　
宗
議
会
議
案

議
案
第
１
号
　
令
和
２
年
度
　
真
宗
高
田
派
歳
入
歳
出
決
算
　
　
　
　
　
　
　

議
案
第
２
号
　
令
和
２
年
度
　
専
修
寺
歳
入
歳
出
決
算
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
案
第
３
号
　
令
和
２
年
度
　
特
別
法
要
歳
入
歳
出
決
算
　
　
　
　
　
　
　
　

議
案
第
４
号
　
令
和
２
年
度
　
真
宗
高
田
派
共
済
会
歳
入
歳
出
決
算

議
案
第
５
号
　
令
和
２
年
度
　
高
田
派
法
主
褒
賞
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

議
案
第
６
号
　
令
和
２
年
度
　
専
修
寺
聖
教
保
存
修
理
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

議
案
第
７
号
　
令
和
３
年
度
　
�国
宝
専
修
寺
御
影
堂
、
如
来
堂
及
び
重
文
専
修
寺
1
1
棟
建
造
物
防
災
施
設
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
補
正

予
算
（
案
）

報
告
事
項
　
特
別
法
要
に
つ
い
て

　
上
記
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
。

　
　
　
　
令
和
３
年
９
月
2
9
日

宗
務
総
長
　
大

僧
都
　
増
　
田
　
修
　
誠

総
　
　
務
　
中

僧
都
　
藤
　
谷
　
知
　
良

総
　
　
務
　
中

僧
都
　
弓
　
削
　
弘
　
胤



一
二

一
二

令
和
２
年
度
　
高
田
派
歳
入
歳
出
決
算

歳
入
の
部

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

予
算

額
決

算
額

差
異

宗
教

活
動

収
入

［
�

1
2
0
,7
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
1
6
,1
1
8
,5
1
6
］
［
�

4
,5
8
1
,4
8
4
］

冥
加

金
（
�

1
2
,3
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
0
,9
2
9
,5
0
0
）
（
�

1
,3
7
0
,5
0
0
）

僧
侶

冥
加

金
5
,8
0
0
,0
0
0

5
,8
2
9
,5
0
0

△
2
9
,5
0
0

そ
の

他
冥

加
金

1
,5
0
0
,0
0
0

8
9
6
,0
0
0

6
0
4
,0
0
0

礼
録

金
5
,0
0
0
,0
0
0

4
,2
0
4
,0
0
0

7
9
6
,0
0
0

懇
志

金
（
�

1
8
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
5
,7
6
1
,7
0
6
）
（
�

2
,2
3
8
,2
9
4
）

報
恩

講
懇

志
金

1
3
,5
0
0
,0
0
0

1
1
,0
1
0
,1
4
1

2
,4
8
9
,8
5
9

報
恩

講
賽

銭
1
,5
0
0
,0
0
0

1
,1
3
0
,0
6
5

3
6
9
,9
3
5

諸
法

要
懇

志
金

1
,5
0
0
,0
0
0

3
,4
2
5
,0
0
0

△
1
,9
2
5
,0
0
0

団
参

懇
志

金
1
,5
0
0
,0
0
0

1
9
6
,5
0
0

1
,3
0
3
,5
0
0

義
納

金
（
�

8
2
,4
0
0
,0
0
0
）
（
�

8
0
,5
2
2
,2
5
0
）
（
�

1
,8
7
7
,7
5
0
）

寺
院

賦
課

金
8
2
,0
0
0
,0
0
0

7
9
,0
8
8
,2
5
0

2
,9
1
1
,7
5
0

自
　
R
2
.６

.１
至
　
R
3
.５

.3
1

（
単
位
　
円
）

議
案
第
１
号



一
三

一
三

過
年

度
収

入
4
0
0
,0
0
0

1
,4
3
4
,0
0
0

△
1
,0
3
4
,0
0
0

刊
行

物
収

入
（
�

8
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

8
,9
0
5
,0
6
0
）
（
�

△
9
0
5
,0
6
0
）

刊
行

物
冥

加
金

8
,0
0
0
,0
0
0

8
,9
0
5
,0
6
0

△
9
0
5
,0
6
0

資
産

管
理

収
入

［
�

5
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
6
7
,0
0
1
］
［
�

2
3
2
,9
9
9
］

資
産

運
用

収
入

（
�

5
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
6
7
,0
0
1
）
（
�

2
3
2
,9
9
9
）

諸
利

子
5
0
0
,0
0
0

2
6
7
,0
0
1

2
3
2
,9
9
9

雑
収

入
［
�

8
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

8
,5
3
8
,4
4
3
］
［
�

△
5
3
8
,4
4
3
］

雑
収

入
（

課
税

）
（
�

8
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
,9
9
9
,4
5
3
）
（
�

5
,0
0
0
,5
4
7
）

広
告

掲
載

料
0

9
5
0
,0
0
0

△
9
5
0
,0
0
0

会
館

等
使

用
料

0
1
,2
0
0
,0
0
0

△
1
,2
0
0
,0
0
0

自
販

機
手

数
料

0
2
2
0
,6
5
9

△
2
2
0
,6
5
9

そ
の

他
課

税
収

入
8
,0
0
0
,0
0
0

3
8
8
,7
9
4

7
,6
1
1
,2
0
6

宗
報

広
告

掲
載

料
0

2
4
0
,0
0
0

△
2
4
0
,0
0
0

雑
収

入
（

非
課

税
）

（
�

0
）
（
�

5
,5
3
8
,9
9
0
）
（
�

△
5
,5
3
8
,9
9
0
）

宗
報

等
購

読
料

0
7
6
4
,7
9
0

△
7
6
4
,7
9
0

懇
志

、
御

礼
等

0
7
8
9
,0
0
0

△
7
8
9
,0
0
0



一
四

一
四

御
朱

印
代

0
3
,8
4
8
,3
0
0

△
3
,8
4
8
,3
0
0

そ
の

他
非

課
税

収
入

0
1
3
6
,9
0
0

△
1
3
6
,9
0
0

特
定

預
金

取
崩

収
入

［
�

4
6
,2
3
0
,0
0
0
］
［
�

2
1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
5
,2
3
0
,0
0
0
］

減
価

償
却

引
当

預
金

取
崩

収
入

（
�

4
6
,2
3
0
,0
0
0
）
（
�

2
1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
5
,2
3
0
,0
0
0
）

減
価
償
却
引
当
特
定
資
産
取
崩
収
入

4
6
,2
3
0
,0
0
0

2
1
,0
0
0
,0
0
0

2
5
,2
3
0
,0
0
0

繰
入

金
収

入
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］

繰
入

金
収

入
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）

専
修

寺
回

金
1
,0
0
0
,0
0
0

0
1
,0
0
0
,0
0
0

当
期

収
入

合
計

（
A

）
1
7
6
,4
3
0
,0
0
0

1
4
5
,9
2
3
,9
6
0

3
0
,5
0
6
,0
4
0

前
期

繰
越

収
支

差
額

0
8
0
,3
1
7
,2
7
8

△
8
0
,3
1
7
,2
7
8

収
　

入
　

合
　

計
（

B
）

1
7
6
,4
3
0
,0
0
0

2
2
6
,2
4
1
,2
3
8

△
4
9
,8
1
1
,2
3
8



一
五

一
五

歳
出
の
部

科
　

　
　

　
　

　
　

目
予

算
額

決
算

額
差

異

宗
教

活
動

支
出

［
�

1
1
3
,6
3
0
,0
0
0
］
［
�

9
3
,7
7
2
,7
2
8
］
［
�

1
9
,8
5
7
,2
7
2
］

宗
教

活
動

費
（
�

6
3
,7
8
0
,0
0
0
）
（
�

5
3
,0
2
8
,0
3
8
）
（
�

1
0
,7
5
1
,9
6
2
）

報
恩

講
費

1
5
,0
0
0
,0
0
0

1
2
,7
1
6
,6
2
6

2
,2
8
3
,3
7
4

諸
法

会
費

2
,5
0
0
,0
0
0

2
,0
6
1
,4
6
2

4
3
8
,5
3
8

講
社

補
助

費
6
,0
0
0
,0
0
0

5
,4
3
3
,1
7
4

5
6
6
,8
2
6

旅
費

1
,0
0
0
,0
0
0

4
7
2
,3
2
8

5
2
7
,6
7
2

扱
費

5
0
0
,0
0
0

3
0
2
,2
9
2

1
9
7
,7
0
8

総
長

交
際

費
8
0
0
,0
0
0

3
9
8
,9
3
5

4
0
1
,0
6
5

山
内

清
掃

費
2
,0
0
0
,0
0
0

1
,8
4
4
,9
4
6

1
5
5
,0
5
4

諸
会

議
費

1
,0
0
0
,0
0
0

7
0
7
,0
2
2

2
9
2
,9
7
8

事
務

費
1
,9
0
0
,0
0
0

2
,6
5
9
,9
3
4

△
7
5
9
,9
3
4

褒
賞

費
1
,4
0
0
,0
0
0

1
,4
4
1
,0
2
2

△
4
1
,0
2
2

団
参

扱
費

1
,2
0
0
,0
0
0

1
6
9
,1
0
0

1
,0
3
0
,9
0
0

広
報

事
業

費
2
0
,0
0
0
,0
0
0

1
8
,7
7
6
,3
6
9

1
,2
2
3
,6
3
1



一
六

一
六

調
度

費
4
8
0
,0
0
0

1
4
3
,0
0
0

3
3
7
,0
0
0

出
版

費
2
,0
0
0
,0
0
0

1
,1
0
0
,5
5
0

8
9
9
,4
5
0

負
担

金
1
,0
0
0
,0
0
0

8
4
5
,0
0
0

1
5
5
,0
0
0

修
繕

費
2
,0
0
0
,0
0
0

8
5
2
,9
9
8

1
,1
4
7
,0
0
2

刊
行

物
購

入
費

5
,0
0
0
,0
0
0

3
,1
0
3
,2
8
0

1
,8
9
6
,7
2
0

宗
議

会
費

（
�

2
,1
6
0
,0
0
0
）
（
�

2
,4
1
1
,6
6
5
）
（
�

△
2
5
1
,6
6
5
）

議
員

手
当

旅
費

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,9
0
5
,6
0
0

△
9
0
5
,6
0
0

議
長

交
際

費
1
9
0
,0
0
0

8
0
,0
0
0

1
1
0
,0
0
0

議
会

事
務

局
費

1
9
0
,0
0
0

7
3
,4
9
0

1
1
6
,5
1
0

議
会

運
営

費
7
8
0
,0
0
0

3
5
2
,5
7
5

4
2
7
,4
2
5

監
正

局
費

（
�

3
8
0
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

3
8
0
,0
0
0
）

監
正

局
会

議
費

2
9
0
,0
0
0

0
2
9
0
,0
0
0

監
正

局
長

交
際

費
9
0
,0
0
0

0
9
0
,0
0
0

教
学

費
（
�

1
4
,2
4
0
,0
0
0
）
（
�

9
,1
1
3
,4
0
8
）
（
�

5
,1
2
6
,5
9
2
）

教
学

研
究

費
1
,5
0
0
,0
0
0

9
3
9
,6
2
0

5
6
0
,3
8
0

教
学

布
教

費
3
,7
7
0
,0
0
0

2
,5
8
6
,1
9
9

1
,1
8
3
,8
0
1



一
七

一
七

出
版

広
報

費
3
,1
5
0
,0
0
0

2
,6
4
9
,4
0
2

5
0
0
,5
9
8

教
学

各
種

団
体

費
2
,4
0
0
,0
0
0

1
,7
5
9
,9
8
0

6
4
0
,0
2
0

婦
人

坊
守

教
化

費
1
,7
0
0
,0
0
0

7
0
6
,6
0
0

9
9
3
,4
0
0

青
少

年
教

化
費

9
2
0
,0
0
0

2
9
3
,3
2
7

6
2
6
,6
7
3

檀
信

徒
教

化
費

8
0
0
,0
0
0

1
7
8
,2
8
0

6
2
1
,7
2
0

教
学

院
運

営
費

（
�

6
,4
2
0
,0
0
0
）
（
�

4
,3
8
7
,2
9
2
）
（
�

2
,0
3
2
,7
0
8
）

教
学

院
教

学
研

究
費

2
,3
4
0
,0
0
0

1
,6
2
8
,3
2
0

7
1
1
,6
8
0

教
学

院
調

度
費

2
5
0
,0
0
0

2
1
5
,4
0
4

3
4
,5
9
6

教
学

院
諸

会
議

費
3
,8
3
0
,0
0
0

2
,5
4
3
,5
6
8

1
,2
8
6
,4
3
2

補
助

金
支

出
（
�

1
2
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
2
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

高
田

学
苑

補
助

金
1
,1
0
0
,0
0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

0

高
田

幼
稚

園
補

助
金

7
0
0
,0
0
0

7
0
0
,0
0
0

0

本
寺

崇
敬

費
8
,0
0
0
,0
0
0

8
,0
0
0
,0
0
0

0

高
田

会
館

補
助

金
3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

0

租
税

公
課

（
�

1
,8
5
0
,0
0
0
）
（
�

1
,4
3
0
,8
0
0
）
（
�

4
1
9
,2
0
0
）

法
人

税
1
0
0
,0
0
0

7
2
,0
0
0

2
8
,0
0
0



一
八

一
八

消
費

税
5
0
0
,0
0
0

3
6
9
,9
0
0

1
3
0
,1
0
0

固
定

資
産

税
1
,2
5
0
,0
0
0

9
8
8
,9
0
0

2
6
1
,1
0
0

管
理

費
（
�

1
2
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
0
,6
0
1
,5
2
5
）
（
�

1
,3
9
8
,4
7
5
）

消
耗

品
費

1
,7
0
0
,0
0
0

2
,1
1
3
,4
9
3

△
4
1
3
,4
9
3

リ
ー

ス
料

1
0
0
,0
0
0

5
5
0
,0
0
0

△
4
5
0
,0
0
0

水
道

光
熱

管
理

費
5
,3
0
0
,0
0
0

4
,5
2
1
,2
7
4

7
7
8
,7
2
6

諸
雑

費
9
0
0
,0
0
0

1
,0
9
6
,9
9
3

△
1
9
6
,9
9
3

通
信

印
刷

費
4
,0
0
0
,0
0
0

2
,3
1
9
,7
6
5

1
,6
8
0
,2
3
5

人
件

費
［
�

5
7
,8
0
0
,0
0
0
］
［
�

5
5
,2
6
5
,8
5
2
］
［
�

2
,5
3
4
,1
4
8
］

給
料

手
当

（
�

5
7
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

5
5
,2
6
5
,8
5
2
）
（
�

2
,5
3
4
,1
4
8
）

諸
給

与
4
8
,0
0
0
,0
0
0

4
5
,8
2
3
,5
5
6

2
,1
7
6
,4
4
4

日
直

宿
直

費
1
,0
0
0
,0
0
0

8
6
5
,2
0
0

1
3
4
,8
0
0

通
勤

補
助

費
1
,5
0
0
,0
0
0

1
,4
9
4
,2
3
5

5
,7
6
5

福
利

厚
生

費
7
,3
0
0
,0
0
0

7
,0
8
2
,8
6
1

2
1
7
,1
3
9

資
産

取
得

支
出

［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
1
0
,1
4
7
］
［
�

8
8
9
,8
5
3
］

備
品

取
得

支
出

（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
1
0
,1
4
7
）
（
�

8
8
9
,8
5
3
）



一
九

一
九

備
品

取
得

支
出

1
,0
0
0
,0
0
0

1
1
0
,1
4
7

8
8
9
,8
5
3

特
定

預
金

支
出

［
�

0
］
［
�

7
5
8
,9
3
5
］
［
�

△
7
5
8
,9
3
5
］

退
職

給
与

引
当

預
金

支
出

（
�

0
）
（
�

7
5
8
,9
3
5
）
（
�

△
7
5
8
,9
3
5
）

特
定

資
産

支
出

［
�

0
］
［
�

3
6
,0
9
9
,8
2
7
］
［
�

△
3
6
,0
9
9
,8
2
7
］

特
定

資
産

支
出

（
�

0
）
（
�

3
6
,0
9
9
,8
2
7
）
（
�

△
3
6
,0
9
9
,8
2
7
）

減
価

償
却

引
当

資
産

支
出

0
3
6
,0
9
9
,8
2
7

△
3
6
,0
9
9
,8
2
7

繰
入

金
支

出
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

繰
入

金
支

出
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

高
田

派
共

済
会

回
金

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

0

予
備

費
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］

当
期

支
出

合
計

（
C

）
1
7
6
,4
3
0
,0
0
0

1
8
7
,0
0
7
,4
8
9

△
1
0
,5
7
7
,4
8
9

当
期

収
支

差
額

（
A

）
−

（
C
）

0
△
4
1
,0
8
3
,5
2
9

4
1
,0
8
3
,5
2
9

次
期

繰
越

収
支

差
額

（
B
）

−
（

C
）

0
3
9
,2
3
3
,7
4
9

△
3
9
,2
3
3
,7
4
9



二
〇

二
〇

令
和
２
年
度
　
専
修
寺
歳
入
歳
出
決
算

歳
入
の
部

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

予
算

額
決

算
額

差
異

宗
教

活
動

収
入

［
�

2
1
5
,0
5
0
,0
0
0
］
［
�

2
5
6
,0
2
7
,2
7
0
］
［
�

△
4
0
,9
7
7
,2
7
0
］

進
納

所
冥

加
金

（
�

7
6
,4
0
0
,0
0
0
）
（
�

8
1
,9
7
7
,8
0
2
）
（
�

△
5
,5
7
7
,8
0
2
）

進
納

所
冥

加
金

1
,0
0
0
,0
0
0

2
,6
6
2
,3
0
0

△
1
,6
6
2
,3
0
0

申
物

冥
加

金
7
0
,0
0
0
,0
0
0

7
3
,5
9
4
,6
0
0

△
3
,5
9
4
,6
0
0

賽
銭

5
,0
0
0
,0
0
0

5
,7
2
0
,9
0
2

△
7
2
0
,9
0
2

御
染

筆
冥

加
金

4
0
0
,0
0
0

0
4
0
0
,0
0
0

納
骨

堂
冥

加
金

（
�

1
3
5
,1
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
7
3
,4
8
0
,4
6
8
）
（
�

△
3
8
,3
8
0
,4
6
8
）

浄
華

台
冥

加
金

4
0
,0
0
0
,0
0
0

6
3
,1
6
8
,6
0
8

△
2
3
,1
6
8
,6
0
8

納
骨

堂
加

入
冥

加
金

1
0
,0
0
0
,0
0
0

1
4
,5
0
0
,0
0
0

△
4
,5
0
0
,0
0
0

納
骨

壇
移

転
冥

加
金

1
0
0
,0
0
0

7
3
0
,0
0
0

△
6
3
0
,0
0
0

永
年

管
理

冥
加

金
3
,0
0
0
,0
0
0

7
,7
5
0
,0
0
0

△
4
,7
5
0
,0
0
0

懇
志

金
3
,0
0
0
,0
0
0

8
,6
9
4
,4
2
3

△
5
,6
9
4
,4
2
3

自
　
R
2
.６

.１
至
　
R
3
.５

.3
1

（
単
位
　
円
）

議
案
第
２
号



二
一

二
一

恭
敬

冥
加

金
7
9
,0
0
0
,0
0
0

7
8
,6
3
7
,4
3
7

3
6
2
,5
6
3

墓
地

冥
加

金
（
�

3
,5
5
0
,0
0
0
）
（
�

5
6
9
,0
0
0
）
（
�

2
,9
8
1
,0
0
0
）

墓
地

管
理

冥
加

金
3
,5
0
0
,0
0
0

5
5
6
,0
0
0

2
,9
4
4
,0
0
0

そ
の

他
冥

加
金

5
0
,0
0
0

1
3
,0
0
0

3
7
,0
0
0

資
産

管
理

収
入

［
�

4
0
0
,0
0
0
］
［
�

5
0
0
,6
3
9
］
［
�

△
1
0
0
,6
3
9
］

資
産

運
用

収
入

（
�

4
0
0
,0
0
0
）
（
�

5
0
0
,6
3
9
）
（
�

△
1
0
0
,6
3
9
）

諸
利

子
4
0
0
,0
0
0

5
0
0
,6
3
9

△
1
0
0
,6
3
9

雑
収

入
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

5
,9
0
3
,1
8
8
］
［
�

△
2
,9
0
3
,1
8
8
］

雑
収

入
（
�

3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

4
,4
5
3
,1
8
8
）
（
�

△
1
,4
5
3
,1
8
8
）

雑
収

入
3
,0
0
0
,0
0
0

4
,2
9
9
,6
8
8

△
1
,2
9
9
,6
8
8

懇
志

金
、

そ
の

他
非

課
税

収
入

0
1
5
3
,5
0
0

△
1
5
3
,5
0
0

収
益

事
業

収
入

（
�

0
）
（
�

1
,4
5
0
,0
0
0
）
（
�

△
1
,4
5
0
,0
0
0
）

蓮
の

会
年

会
費

0
1
,4
5
0
,0
0
0

△
1
,4
5
0
,0
0
0

特
定

預
金

取
崩

収
入

［
�

1
0
2
,0
9
7
,9
1
0
］

［
�

6
5
,0
0
0
,0
0
0
］

［
�

3
7
,0
9
7
,9
1
0
］

減
価

償
却

引
当

預
金

取
崩

収
入

（
�

1
0
1
,0
9
7
,9
1
0
）

（
�

4
0
,1
7
9
,6
5
2
）

（
�

6
0
,9
1
8
,2
5
8
）

納
骨

堂
引

当
特

定
資

産
取

崩
収

入
0

2
4
,8
2
0
,3
4
8

△
2
4
,8
2
0
,3
4
8



二
二

二
二

宝
物

館
建

設
引

当
特

定
資

産
取

崩
収

入
1
,0
0
0
,0
0
0

0
1
,0
0
0
,0
0
0

当
期

収
入

合
計

（
A

）
3
2
0
,5
4
7
,9
1
0

3
2
7
,4
3
1
,0
9
7

△
6
,8
8
3
,1
8
7

前
期

繰
越

収
支

差
額

0
1
,1
0
8
,1
0
0

△
1
,1
0
8
,1
0
0

収
　

入
　

合
　

計
（

B
）

3
2
0
,5
4
7
,9
1
0

3
2
8
,5
3
9
,1
9
7

△
7
,9
9
1
,2
8
7



二
三

二
三

歳
出
の
部

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

予
算

額
決

算
額

差
異

宗
教

活
動

支
出

［
�

1
4
4
,1
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
2
0
,5
1
3
,1
3
6
］
［
�

2
3
,5
8
6
,8
6
4
］

門
室

費
（
�

2
8
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
6
,8
5
3
,5
9
2
）
（
�

1
,1
4
6
,4
0
8
）

門
室

費
2
8
,0
0
0
,0
0
0

2
6
,8
5
3
,5
9
2

1
,1
4
6
,4
0
8

維
持

費
（
�

2
3
,4
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
4
,5
1
7
,9
2
2
）
（
�

△
1
,1
1
7
,9
2
2
）

護
持

費
7
,0
0
0
,0
0
0

7
,3
5
7
,4
0
9

△
3
5
7
,4
0
9

恭
敬

費
1
,5
0
0
,0
0
0

1
,2
6
3
,4
4
3

2
3
6
,5
5
7

事
務

費
4
,0
0
0
,0
0
0

4
,5
1
9
,0
0
0

△
5
1
9
,0
0
0

扱
待

遇
費

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,6
5
3
,0
7
0

△
1
5
3
,0
7
0

団
参

清
掃

費
4
0
0
,0
0
0

0
4
0
0
,0
0
0

協
賛

費
1
,0
0
0
,0
0
0

5
7
9
,0
0
0

4
2
1
,0
0
0

申
物

購
入

費
4
,0
0
0
,0
0
0

3
,2
4
6
,6
0
0

7
5
3
,4
0
0

調
度

費
2
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
5
9
,4
0
0

9
4
0
,6
0
0

文
化

財
保

存
費

2
,0
0
0
,0
0
0

4
,8
4
0
,0
0
0

△
2
,8
4
0
,0
0
0

管
理

費
（
�

7
0
,1
0
0
,0
0
0
）
（
�

4
5
,2
1
2
,5
1
7
）
（
�

2
4
,8
8
7
,4
8
3
）



二
四

二
四

自
動

車
諸

費
1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
2
0
,6
9
0

△
2
0
,6
9
0

水
道

光
熱

管
理

費
1
2
,0
0
0
,0
0
0

1
0
,5
4
9
,6
3
9

1
,4
5
0
,3
6
1

緑
化

管
理

費
3
,5
0
0
,0
0
0

3
,1
6
5
,2
2
7

3
3
4
,7
7
3

通
信

印
刷

費
5
,0
0
0
,0
0
0

5
,4
1
2
,7
8
6

△
4
1
2
,7
8
6

諸
消

耗
品

費
2
,0
0
0
,0
0
0

1
,9
2
2
,0
4
5

7
7
,9
5
5

リ
ー

ス
料

5
0
0
,0
0
0

1
4
7
,7
0
8

3
5
2
,2
9
2

損
害

保
険

料
3
,5
0
0
,0
0
0

3
,0
6
7
,1
1
0

4
3
2
,8
9
0

土
地

借
用

料
8
0
0
,0
0
0

8
0
0
,0
0
0

0

租
税

公
課

1
,3
0
0
,0
0
0

1
,2
1
6
,1
0
0

8
3
,9
0
0

警
備

費
4
,0
0
0
,0
0
0

5
,3
3
3
,4
6
0

△
1
,3
3
3
,4
6
0

雑
費

1
,5
0
0
,0
0
0

7
0
9
,9
2
3

7
9
0
,0
7
7

防
火

設
備

費
5
,0
0
0
,0
0
0

3
,5
5
8
,1
8
0

1
,4
4
1
,8
2
0

営
繕

補
修

費
3
0
,0
0
0
,0
0
0

8
,3
0
9
,6
4
9

2
1
,6
9
0
,3
5
1

納
骨

堂
費

（
�

6
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

7
,5
9
2
,0
9
5
）
（
�

△
7
9
2
,0
9
5
）

法
会

費
3
,8
0
0
,0
0
0

4
,0
1
2
,3
0
0

△
2
1
2
,3
0
0

記
念

品
費

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,6
8
3
,0
0
0

△
1
8
3
,0
0
0



二
五

二
五

納
骨

堂
清

掃
費

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,8
9
6
,7
9
5

△
3
9
6
,7
9
5

墓
地

費
（
�

2
,1
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
,5
1
8
,0
1
0
）
（
�

△
4
1
8
,0
1
0
）

墓
地

維
持

管
理

費
2
,0
0
0
,0
0
0

2
,5
1
6
,0
0
0

△
5
1
6
,0
0
0

墓
地

諸
雑

費
1
0
0
,0
0
0

2
,0
1
0

9
7
,9
9
0

交
付

金
（
�

1
3
,7
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
3
,8
1
9
,0
0
0
）
（
�

△
1
1
9
,0
0
0
）

院
号

交
付

金
1
3
,0
0
0
,0
0
0

1
3
,0
9
4
,0
0
0

△
9
4
,0
0
0

納
骨

壇
加

入
交

付
金

7
0
0
,0
0
0

7
2
5
,0
0
0

△
2
5
,0
0
0

人
件

費
［
�

1
4
1
,1
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
3
2
,6
9
9
,9
3
1
］
［
�

8
,4
0
0
,0
6
9
］

給
料

手
当

（
�

1
4
1
,1
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
3
0
,7
6
8
,8
9
5
）
（
�

1
0
,3
3
1
,1
0
5
）

諸
給

与
1
1
4
,0
0
0
,0
0
0

1
0
6
,9
2
1
,6
3
0

7
,0
7
8
,3
7
0

傭
人

費
1
,5
0
0
,0
0
0

6
2
4
,1
4
0

8
7
5
,8
6
0

日
直

宿
直

費
2
,2
0
0
,0
0
0

2
,0
1
8
,8
0
0

1
8
1
,2
0
0

通
勤

補
助

費
3
,4
0
0
,0
0
0

3
,4
8
6
,5
5
0

△
8
6
,5
5
0

福
利

厚
生

費
2
0
,0
0
0
,0
0
0

1
7
,7
1
7
,7
7
5

2
,2
8
2
,2
2
5

退
職

手
当

0
1
,9
3
1
,0
3
6

△
1
,9
3
1
,0
3
6

資
産

取
得

支
出

［
�

2
9
,3
0
0
,0
0
0
］
［
�

4
6
,3
1
6
,7
4
2
］
［
�

△
1
7
,0
1
6
,7
4
2
］



二
六

二
六

備
品

取
得

支
出

（
�

4
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

4
,0
0
0
,0
0
0
）

備
品

取
得

支
出

3
,0
0
0
,0
0
0

0
3
,0
0
0
,0
0
0

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

取
得

支
出

1
,0
0
0
,0
0
0

0
1
,0
0
0
,0
0
0

建
物

建
設

（
購

入
）

支
出

（
�

0
）
（
�

2
,0
9
5
,8
2
7
）
（
�

△
2
,0
9
5
,8
2
7
）

建
物

附
属

設
備

取
得

支
出

0
2
,0
9
5
,8
2
7

△
2
,0
9
5
,8
2
7

構
築

物
建

設
支

出
2
5
,3
0
0
,0
0
0

0
2
5
,3
0
0
,0
0
0

什
器

備
品

購
入

支
出

0
2
,1
8
9
,0
1
5

△
2
,1
8
9
,0
1
5

建
設

仮
勘

定
支

出
0

4
2
,0
3
1
,9
0
0

△
4
2
,0
3
1
,9
0
0

特
定

資
産

支
出

［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］

特
定

資
産

支
出

（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）

宝
物

館
建

設
基

金
1
,0
0
0
,0
0
0

0
1
,0
0
0
,0
0
0

特
定

預
金

支
出

（
�

0
）
（
�

1
,7
7
0
,8
4
7
）
（
�

△
1
,7
7
0
,8
4
7
）

退
職

給
与

引
当

預
金

支
出

0
1
,7
7
0
,8
4
7

△
1
,7
7
0
,8
4
7

繰
入

金
支

出
［
�

2
,0
4
7
,9
1
0
］
［
�

7
2
9
,1
1
8
］
［
�

1
,3
1
8
,7
9
2
］

繰
入

金
支

出
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）

高
田

派
回

金
1
,0
0
0
,0
0
0

0
1
,0
0
0
,0
0
0



二
七

二
七

特
別

会
計

繰
入

金
（
�

1
,0
4
7
,9
1
0
）
（
�

7
2
9
,1
1
8
）
（
�

3
1
8
,7
9
2
）

専
修

寺
聖

教
保

存
修

理
特

別
会

計
1
,0
4
7
,9
1
0

7
2
9
,1
1
8

3
1
8
,7
9
2

予
備

費
3
,0
0
0
,0
0
0

0
3
,0
0
0
,0
0
0

当
期

支
出

合
計

（
C

）
3
2
0
,5
4
7
,9
1
0

3
0
2
,0
2
9
,7
7
4

1
8
,5
1
8
,1
3
6

当
期

収
支

差
額

（
A

）
−

（
C
）

0
2
5
,4
0
1
,3
2
3

△
2
5
,4
0
1
,3
2
3

次
期

繰
越

収
支

差
額

（
B
）

−
（

C
）

0
2
6
,5
0
9
,4
2
3

△
2
6
,5
0
9
,4
2
3



二
八

二
八

議
案
第
３
号

令
和
２
年
　
特
別
法
要
歳
入
歳
出
決
算

令
和
２
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
５
月
3
1
日
ま
で

【
収
入
の
部
】
�

（
単
位
：
円
）

科
目

予
　

算
　

額
決

算
額

差
　
　
　
　
異

宗
教

活
動

収
入

1
6
5
,5
0
0
,0
0
0

1
1
7
,5
8
3
,5
0
0

4
7
,9
1
6
,5
0
0

寄
付

金
収

入
1
1
5
,5
0
0
,0
0
0

1
1
7
,5
8
3
,5
0
0

△
�2
,0
8
3
,5
0
0

寺
院

懇
志

金
1
0
0
,0
0
0
,0
0
0

7
6
,8
0
0
,5
0
0

2
3
,1
9
9
,5
0
0

住
職

懇
志

金
1
0
,0
0
0
,0
0
0

2
9
,4
5
0
,0
0
0

△
�1
9
,4
5
0
,0
0
0

特
別

懇
志

金
5
,0
0
0
,0
0
0

8
,0
5
0
,0
0
0

△
�3
,0
5
0
,0
0
0

一
般

懇
志

金
5
0
0
,0
0
0

3
,2
8
3
,0
0
0

△
�2
,7
8
3
,0
0
0

宝
物

館
建

設
懇

志
5
0
,0
0
0
,0
0
0

0
5
0
,0
0
0
,0
0
0

宝
物

館
建

設
懇

志
5
0
,0
0
0
,0
0
0

0
5
0
,0
0
0
,0
0
0

資
産

管
理

収
入

5
0
,0
0
0

4
4
,3
1
4

5
,6
8
6

資
産

運
用

収
入

5
0
,0
0
0

4
4
,3
1
4

5
,6
8
6

諸
利

子
5
0
,0
0
0

4
4
,3
1
4

5
,6
8
6

雑
収

入
1
0
0
,0
0
0

1
5
,0
0
0

8
5
,0
0
0

雑
収

入
1
0
0
,0
0
0

1
5
,0
0
0

8
5
,0
0
0



二
九

二
九

雑
収

入
1
0
0
,0
0
0

1
5
,0
0
0

8
5
,0
0
0

当
期

収
入

合
計

(
A

)
1
6
5
,6
5
0
,0
0
0

1
1
7
,6
4
2
,8
1
4

4
8
,0
0
7
,1
8
6

繰
越

収
支

差
額

5
5
3
,0
7
5
,6
7
0

5
3
1
,2
5
8
,4
6
6

2
1
,8
1
7
,2
0
4

収
　

入
　

合
　

計
(

B
)

7
1
8
,7
2
5
,6
7
0

6
4
8
,9
0
1
,2
8
0

6
9
,8
2
4
,3
9
0



三
〇

三
〇

【
支
出
の
部
】
�

（
単
位
：
円
）

科
目

予
　

算
　

額
決

算
額

差
　
　
　
　
異

宗
教

活
動

支
出

5
0
,9
0
0
,0
0
0

2
2
,8
7
7
,8
8
5

2
8
,0
2
2
,1
1
5

記
念

行
事

費
4
6
,0
0
0
,0
0
0

2
1
,1
0
2
,0
9
2

2
4
,8
9
7
,9
0
8

記
念

品
費

4
0
,0
0
0
,0
0
0

2
0
,5
2
2
,1
7
2

1
9
,4
7
7
,8
2
8

広
報

費
6
,0
0
0
,0
0
0

5
7
9
,9
2
0

5
,4
2
0
,0
8
0

管
理

費
4
,9
0
0
,0
0
0

1
,7
7
5
,7
9
3

3
,1
2
4
,2
0
7

会
議

費
5
0
0
,0
0
0

0
5
0
0
,0
0
0

通
信

費
5
0
0
,0
0
0

2
1
9
,2
8
2

2
8
0
,7
1
8

印
刷

費
1
,0
0
0
,0
0
0

1
2
5
,5
5
0

8
7
4
,4
5
0

募
財

費
2
,0
0
0
,0
0
0

8
2
1
,7
5
2

1
,1
7
8
,2
4
8

自
動

車
費

4
0
0
,0
0
0

4
6
,2
6
3

3
5
3
,7
3
7

消
耗

品
費

2
0
0
,0
0
0

3
6
8
,5
7
3

△
�1
6
8
,5
7
3

交
際

費
1
0
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

雑
費

2
0
0
,0
0
0

1
4
4
,3
7
3

5
5
,6
2
7



三
一

三
一

人
件

費
1
5
,7
0
0
,0
0
0

1
5
,2
0
1
,4
6
8

4
9
8
,5
3
2

給
料

手
当

1
5
,7
0
0
,0
0
0

1
5
,2
0
1
,4
6
8

4
9
8
,5
3
2

諸
給

与
1
4
,0
0
0
,0
0
0

1
3
,1
5
0
,5
1
2

8
4
9
,4
8
8

通
勤

補
助

費
3
0
0
,0
0
0

3
0
8
,5
5
0

△
�8
,5
5
0

福
利

厚
生

費
1
,4
0
0
,0
0
0

1
,7
4
2
,4
0
6

△
�3
4
2
,4
0
6

記
念

事
業

費
2
5
8
,0
0
0
,0
0
0

3
2
,0
8
0
,9
6
4

2
2
5
,9
1
9
,0
3
6

記
念

事
業

費
1
6
,0
0
0
,0
0
0

7
7
9
,4
9
1

1
5
,2
2
0
,5
0
9

お
待

ち
受

け
法

会
1
,0
0
0
,0
0
0

0
1
,0
0
0
,0
0
0

教
学

振
興

費
1
5
,0
0
0
,0
0
0

7
7
9
,4
9
1

1
4
,2
2
0
,5
0
9

宝
物

館
建

設
費

2
4
2
,0
0
0
,0
0
0

3
1
,3
0
1
,4
7
3

2
1
0
,6
9
8
,5
2
7

建
設

工
事

費
2
2
0
,0
0
0
,0
0
0

1
1
,1
3
0
,5
0
0

2
0
8
,8
6
9
,5
0
0

設
計

管
理

費
2
2
,0
0
0
,0
0
0

1
8
,7
0
0
,0
0
0

3
,3
0
0
,0
0
0

そ
の

他
経

費
0

1
,4
7
0
,9
7
3

△
�1
,4
7
0
,9
7
3

資
産

取
得

支
出

3
0
0
,0
0
0

2
,3
0
6
,7
0
0

△
�2
,0
0
6
,7
0
0

備
品

費
0

2
,3
0
6
,7
0
0

△
�2
,3
0
6
,7
0
0



三
二

三
二

備
品

費
0

2
,3
0
6
,7
0
0

△
�2
,3
0
6
,7
0
0

資
産

取
得

支
出

3
0
0
,0
0
0

0
3
0
0
,0
0
0

資
産

取
得

支
出

3
0
0
,0
0
0

0
3
0
0
,0
0
0

予
備

費
1
0
,0
0
0
,0
0
0

---------------
1
0
,0
0
0
,0
0
0

当
期

支
出

合
計

（
C

）
3
3
4
,9
0
0
,0
0
0

7
2
,4
6
7
,0
1
7

2
6
2
,4
3
2
,9
8
3

当
期

収
支

差
額

（
A
）

−
（

C
）

△
�1
6
9
,2
5
0
,0
0
0

4
5
,1
7
5
,7
9
7

△
�2
1
4
,4
2
5
,7
9
7

次
期

繰
越

収
支

差
額

（
B
）

−
（

C
）

3
8
3
,8
2
5
,6
7
0

5
7
6
,4
3
4
,2
6
3

△
�1
9
2
,6
0
8
,5
9
3



三
三

三
三

令
和
２
年
度
真
宗
高
田
派
共
済
会
歳
入
歳
出
決
算

令
和
２
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
５
月
3
1
日

【
収
入
の
部
】
�

（
単
位
：
円
）

科
目

予
　

算
　

額
決

算
額

差
　
　
　
　
異

財
産

収
入

［
�

9
0
,0
0
0
］
［
�

7
3
,1
5
1
］
［
�

1
6
,8
4
9
］

預
金

利
子

1
0
,0
0
0

3
,7
3
1

6
,2
6
9

国
公

債
利

金
8
0
,0
0
0

6
9
,4
2
0

1
0
,5
8
0

掛
金

収
入

［
�

1
2
,3
6
8
,0
0
0
］
［
�

1
2
,4
5
7
,0
0
0
］
［
�

△
�8
9
,0
0
0
］

寺
院

掛
金

1
1
,9
0
0
,0
0
0

1
1
,9
5
0
,0
0
0

△
�5
0
,0
0
0

本
山

職
員

掛
金

4
6
8
,0
0
0

5
0
7
,0
0
0

△
�3
9
,0
0
0

繰
入

金
収

入
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

高
田

派
回

金
1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

0

積
立

金
取

崩
収

入
［
�

3
0
,5
5
0
,0
0
0
］
［
�

3
4
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

△
�3
,4
5
0
,0
0
0
］

定
期

預
金

取
崩

3
0
,5
5
0
,0
0
0

3
0
,0
0
0
,0
0
0

5
5
0
,0
0
0

国
公

社
債

償
還

0
4
,0
0
0
,0
0
0

△
�4
,0
0
0
,0
0
0

議
案
第
４
号



三
四

三
四

償
還

金
［
�

1
,3
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
,2
6
4
,0
0
0
］
［
�

△
�9
6
4
,0
0
0
］

償
還

金
1
,3
0
0
,0
0
0

2
,2
6
4
,0
0
0

△
�9
6
4
,0
0
0

雑
収

入
［
�

0
］
［
�

4
,0
0
0
］
［
�

△
�4
,0
0
0
］

前
年

度
繰

越
金

［
�

1
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
8
,6
3
8
,1
5
1
］
［
�

△
�8
,6
3
8
,1
5
1
］

収
入

合
計

5
5
,3
0
8
,0
0
0

6
8
,4
3
6
,3
0
2

△
�1
3
,1
2
8
,3
0
2



三
五

三
五

【
支
出
の
部
】
�

（
単
位
：
円
）

科
目

予
　

算
　

額
決

算
額

差
　
　
　
　
異

給
付

金
［
�

1
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

7
,7
6
0
,0
0
0
］
［
�

2
,2
4
0
,0
0
0
］

祝
金

・
見

舞
金

3
,0
0
0
,0
0
0

1
,4
0
0
,0
0
0

1
,6
0
0
,0
0
0

香
料

3
,0
0
0
,0
0
0

2
,4
0
0
,0
0
0

6
0
0
,0
0
0

慰
労

金
4
,0
0
0
,0
0
0

3
,9
6
0
,0
0
0

4
0
,0
0
0

支
援

金
［
�

3
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
7
,3
5
0
,0
0
0
］
［
�

2
,6
5
0
,0
0
0
］

布
教

伝
道

活
動

支
援

金
3
0
,0
0
0
,0
0
0

2
7
,3
5
0
,0
0
0

2
,6
5
0
,0
0
0

奨
学

金
・

奨
励

金
［
�

3
,2
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
,2
0
0
,0
0
0
］

奨
学

金
3
,0
0
0
,0
0
0

9
6
0
,0
0
0

2
,0
4
0
,0
0
0

奨
励

金
2
0
0
,0
0
0

4
0
,0
0
0

1
6
0
,0
0
0

記
念

品
費

［
�

1
,3
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,3
6
2
,9
0
0
］
［
�

△
�6
2
,9
0
0
］

記
念

品
費

1
,3
0
0
,0
0
0

1
,3
6
2
,9
0
0

△
�6
2
,9
0
0

事
務

費
［
�

9
7
0
,0
0
0
］
［
�

6
9
5
,5
4
5
］
［
�

2
7
4
,4
5
5
］

諸
手

当
3
7
0
,0
0
0

3
7
8
,8
8
0

△
�8
,8
8
0



三
六

三
六

雑
費

6
0
0
,0
0
0

3
1
6
,6
6
5

2
8
3
,3
3
5

積
立

金
［
�

2
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

△
�1
8
,0
0
0
,0
0
0
］

定
期

預
金

繰
入

0
2
0
,0
0
0
,0
0
0

△
�2
0
,0
0
0
,0
0
0

国
公

社
債

購
入

2
,0
0
0
,0
0
0

0
2
,0
0
0
,0
0
0

予
備

費
［
�

7
,8
3
8
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

7
,8
3
8
,0
0
0
］

支
出

合
計

5
5
,3
0
8
,0
0
0

5
8
,1
6
8
,4
4
5

△
�2
,8
6
0
,4
4
5

次
年

度
繰

越
収

支
差

額
［
�

0
］
［
�

1
0
,2
6
7
,8
5
7
］
［
�

△
�1
0
,2
6
7
,8
5
7
］



三
七

三
七

議
案
第
５
号

令
和
２
年
度
　
真
宗
高
田
派
法
主
褒
賞
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

令
和
２
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
５
月
3
1
日
ま
で

�
（
単
位
：
円
）

科
目

予
算

額
決

算
額

差
異

備
考

【
収
入
の
部
】

資
産

管
理

収
入

5
0
0

4
8
4

1
6

預
金

利
子

5
0
0

4
8
4

1
6

基
金

取
崩

収
入

5
0
0
,0
0
0

0
5
0
0
,0
0
0

法
主

褒
賞

特
別

基
金

取
崩

収
入

5
0
0
,0
0
0

0
5
0
0
,0
0
0

雑
収

入
0

0
0

雑
収

入
0

0
0

当
年

度
収

入
合

計
（

A
）

5
0
0
,5
0
0

4
8
4

5
0
0
,0
1
6

前
期

繰
越

収
支

差
額

5
6
8
,7
7
0

5
6
8
,7
7
0

0

収
　

入
　

合
　

計
（

B
）

1
,0
6
9
,2
7
0

5
6
9
,2
5
4

5
0
0
,0
1
6



三
八

三
八

【
支
出
の
部
】

委
員

会
支

出
8
6
,0
0
0

0
8
6
,0
0
0

委
員

会
手

当
旅

費
6
6
,0
0
0

0
6
6
,0
0
0

会
議

費
2
0
,0
0
0

0
2
0
,0
0
0

褒
賞

費
6
4
0
,0
0
0

1
9
0
,9
5
0

4
4
9
,0
5
0

記
念

品
費

6
0
0
,0
0
0

1
8
0
,9
5
0

4
1
9
,0
5
0

五
条

袈
裟

・
折

袈
裟
(1
)

扱
費

4
0
,0
0
0

1
0
,0
0
0

3
0
,0
0
0

諸
雑

費
8
8
0

0
8
8
0

手
数

料
支

出
0

0
0

当
年

度
支

出
合

計
（

C
）

7
2
6
,8
8
0

1
9
0
,9
5
0

5
3
5
,9
3
0

当
年

度
収

支
差

額
（
A
）
−
（
C
）

△
�2
2
6
,3
8
0

△
�1
9
0
,4
6
6

△
�3
5
,9
1
4

次
年

度
繰

越
収

支
差

額
（

B
）
−
（

C
）

3
4
2
,3
9
0

3
7
8
,3
0
4

△
�3
5
,9
1
4



三
九

三
九

議
案
第
６
号

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

本
年

度
予

算
額

決
算

額
備

考

1
.

国
庫

補
助

金
［
�

1
,9
7
0
,0
0
0
］
［
�

2
,3
2
8
,0
0
0
］

国
庫

補
助

金
（
�

1
,9
7
0
,0
0
0
）
（
�

2
,3
2
8
,0
0
0
）

国
庫

補
助

金
1
,9
7
0
,0
0
0

2
,3
2
8
,0
0
0

コ
ロ
ナ
に
よ
る
補
助
率
上
乗
せ
有

2
.

三
重

県
補

助
金

［
�

3
5
8
,0
0
0
］
［
�

3
5
8
,0
0
0
］

三
重

県
補

助
金

（
�

3
5
8
,0
0
0
）
（
�

3
5
8
,0
0
0
）

三
重

県
補

助
金

3
5
8
,0
0
0

3
5
8
,0
0
0

3
.

津
市

補
助

金
［
�

1
7
9
,0
0
0
］
［
�

1
7
9
,0
0
0
］

津
市

補
助

金
（
�

1
7
9
,0
0
0
）
（
�

1
7
9
,0
0
0
）

津
市

補
助

金
1
7
9
,0
0
0

1
7
9
,0
0
0

4
.

所
有

者
負

担
金

［
�

1
,0
4
7
,9
1
0
］
［
�

7
2
9
,1
1
8
］

コ
ロ
ナ
に
よ
る
補
助
金
増
額
の
為
、
負
担
額
減
少

所
有

者
負

担
金

（
�

1
,0
4
7
,9
1
0
）
（
�

7
2
9
,1
1
8
）

歳
入
の
部

令
和
２
年
度
　
専
修
寺
聖
教
保
存
修
理
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

自
　
R
2
.６

.１
至
　
R
3
.５

.3
1

（
単
位
　
円
）



四
〇

四
〇

所
有

者
負

担
金

1
,0
4
7
,9
1
0

7
2
9
,1
1
8

5
.

雑
収

入
［
�

0
］
［
�

0
］

雑
収

入
（
�

0
）
（
�

0
）

雑
収

入
0

0

6
.

繰
越

金
収

入
［
�

0
］
［
�

2
,8
7
0
,8
8
2
］

繰
越

金
収

入
（
�

0
）
（
�

2
,8
7
0
,8
8
2
）

繰
越

金
収

入
0

2
,8
7
0
,8
8
2

専
修
寺
よ
り
3
,6
0
0
,0
0
0
繰
入
し
、
所
有
者
負
担
分
を

控
除
し
た
金
額

合
計

3
,5
5
4
,9
1
0

6
,4
6
5
,0
0
0



四
一

四
一

歳
出
の
部科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

本
年

度
予

算
額

決
算

額
備

考

1
.

総
事

業
費

［
�

3
,4
6
0
,5
1
0
］
［
�

3
,4
9
9
,7
1
8
］

請
負

費
（
�

3
,4
1
0
,1
1
0
）
（
�

3
,4
8
7
,6
3
8
）

松
鶴
堂

1
.

人
件

費
1
,5
3
4
,0
0
0

1
,5
6
9
,2
4
0

2
.

原
材

料
費

3
2
,1
0
0

3
2
,1
0
0

3
.

直
接

経
費

1
,5
3
4
,0
0
0

1
,5
6
9
,2
4
0

4
.

特
別

経
費

0
0

5
.

技
術

料
等

経
費

0
0

6
.

消
費

税
3
1
0
,0
1
0

3
1
7
,0
5
8

主
た

る
事

業
費

（
�

5
0
,4
0
0
）
（
�

1
2
,0
8
0
）

1
.

報
償

費
3
5
,0
0
0

1
0
,0
0
0

講
師
御
礼

2
.

旅
費

1
0
,0
0
0

1
,2
0
0

講
師
交
通
費

3
.

需
用

費
5
,4
0
0

8
8
0

振
込
手
数
料

2
.

そ
の

他
の

経
費

［
�

9
4
,4
0
0
］
［
�

9
4
,4
0
0
］

そ
の

他
の

経
費

（
�

9
4
,4
0
0
）
（
�

9
4
,4
0
0
）

松
鶴
堂



四
二

四
二

指
導

監
督

旅
費

6
8
,0
0
0

6
5
,2
2
0

需
用

費
2
6
,4
0
0

2
9
,1
8
0

雑
役

務
費

0
0

3
.

繰
入

金
支

出
［
�

0
］
［
�

2
,8
7
0
,8
8
2
］

繰
入

金
支

出
（
�

0
）
（
�

2
,8
7
0
,8
8
2
）

繰
入

金
支

出
0

2
,8
7
0
,8
8
2

専
修
寺
へ
　

合
計

3
,5
5
4
,9
1
0

6
,4
6
5
,0
0
0



四
三

四
三

議
案
第
７
号

歳
入
の
部

令
和
３
年
度
　
国
宝
専
修
寺
御
影
堂
、
如
来
堂
及
び
重
文
専
修
寺
1
1
棟

建
造
物
防
災
施
設
事
業
　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
案
）

自
　
３
.６

.１
至
　
４
.５

.3
1

（
�単
位
　
円
）

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

本
年

度
予

算
額

補
正

額
補

正
後

予
算

額
備

考

1
.�

国
庫

補
助

金
［
�

1
9
,8
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
,8
2
9
,0
0
0
］
［
�

2
2
,6
2
9
,0
0
0
］

国
庫

補
助

金
（
�

1
9
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
,8
2
9
,0
0
0
）
（
�

2
2
,6
2
9
,0
0
0
）

国
庫

補
助

金
1
9
,8
0
0
,0
0
0

2
,8
2
9
,0
0
0

2
2
,6
2
9
,0
0
0

2
.�

三
重

県
補

助
金

［
�

1
,7
9
4
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

1
,7
9
4
,0
0
0
］

三
重

県
補

助
金

（
�

1
,7
9
4
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

1
,7
9
4
,0
0
0
）

三
重

県
補

助
金

1
,7
9
4
,0
0
0

0
1
,7
9
4
,0
0
0

3
.�

津
市

補
助

金
［
�

8
9
7
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

8
9
7
,0
0
0
］

津
市

補
助

金
（
�

8
9
7
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

8
9
7
,0
0
0
）

津
市

補
助

金
8
9
7
,0
0
0

0
8
9
7
,0
0
0

4
.�

所
有

者
負

担
金

［
�

5
,7
9
6
,0
0
0
］
［
�

△
2
,8
2
9
,0
0
0
］
［
�

2
,9
6
7
,0
0
0
］



四
四

四
四

所
有

者
負

担
金

（
�

5
,7
9
6
,0
0
0
）
（
�

△
2
,8
2
9
,0
0
0
）
（
�

2
,9
6
7
,0
0
0
）

所
有

者
負

担
金

5
,7
9
6
,0
0
0

△
2
,8
2
9
,0
0
0

2
,9
6
7
,0
0
0

5
.�

雑
収

入
［
�

0
］
［
�

0
］
［
�

0
］

雑
収

入
（
�

0
）
（
�

0
）
（
�

0
）

雑
収

入
0

0
0

合
計

2
8
,2
8
7
,0
0
0

0
2
8
,2
8
7
,0
0
0



四
五

四
五

歳
出
の
部科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

本
年

度
予

算
額

補
正

額
補

正
後

予
算

額
備

考

1
.�

防
災

施
設

工
事

費
［
�

2
6
,1
4
7
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

2
6
,1
4
7
,0
0
0
］

防
災

施
設

工
事

費
（
�

2
6
,1
4
7
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

2
6
,1
4
7
,0
0
0
）

防
災

施
設

工
事

費
2
6
,1
4
7
,0
0
0

0
2
6
,1
4
7
,0
0
0

2
.

設
計

管
理

費
［
�

2
,0
9
0
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

2
,0
9
0
,0
0
0
］

設
計

管
理

費
（
�

2
,0
9
0
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

2
,0
9
0
,0
0
0
）

設
計

管
理

費
2
,0
9
0
,0
0
0

0
2
,0
9
0
,0
0
0

3
.�

そ
の

他
の

経
費

［
�

5
0
,0
0
0
］
［
�

0
］
［
�

5
0
,0
0
0
］

そ
の

他
の

経
費

（
�

5
0
,0
0
0
）
（
�

0
）
（
�

5
0
,0
0
0
）

そ
の

他
の

経
費

5
0
,0
0
0

0
5
0
,0
0
0

合
計

2
8
,2
8
7
,0
0
0

0
2
8
,2
8
7
,0
0
0



四
六

四
六

四
六
頁

第
四
十
三
回
住
職
補
任
研
修
会
報
告

去
る
十
月
八
日
（
金
）
午
後
よ
り
九
日
（
土
）
午
前
中

ま
で
、
住
職
補
任
研
修
会
が
、
教
師
七
名
参
加
の
下
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

尚
、
研
修
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

真
宗
の
教
義
と
高
田
派
の
歴
史

九
十
分

声
明

九
十
分

現
状
と
課
題
（
座
談
会
）

六
十
分

宗
教
法
人
法
・
寺
院
規
則

六
十
分

晨
朝
参
拝
・
説
教
聴
聞

住
職
道
・
布
教
道

九
十
分

法
式
・
作
法

九
十
分

以

上

本

山

行

事

予

定

（
十
一
月
・
十
二
月
）

十
一
月
三
、
四
日

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
～
十
日

秋
法
会

十
二
月
八
～
十
日

中
興
上
人
御
正
当

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ

四
六
頁

第
四
十
三
回
住
職
補
任
研
修
会
報
告

去
る
十
月
八
日
（
金
）
午
後
よ
り
九
日
（
土
）
午
前
中

ま
で
、
住
職
補
任
研
修
会
が
、
教
師
七
名
参
加
の
下
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

尚
、
研
修
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

真
宗
の
教
義
と
高
田
派
の
歴
史

九
十
分

声
明

九
十
分

現
状
と
課
題
（
座
談
会
）

六
十
分

宗
教
法
人
法
・
寺
院
規
則

六
十
分

晨
朝
参
拝
・
説
教
聴
聞

住
職
道
・
布
教
道

九
十
分

法
式
・
作
法

九
十
分

以

上

本

山

行

事

予

定

（
十
一
月
・
十
二
月
）

十
一
月
三
、
四
日

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
～
十
日

秋
法
会

十
二
月
八
～
十
日

中
興
上
人
御
正
当

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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下
付
金
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
七
年
度
分
院
号
下
付
金
、
及
び
納

骨
壇
加
入
下
付
金
を
専
修
寺
正
味
財
産
に
計
上

い
た
し
ま
し
た
。

（
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
付
）

院
号
冥
加
金
、
及
び
納
骨
壇
加
入
冥
加
金
の

下
付
金
は
納
入
さ
れ
た
年
度
か
ら
、
五
ヵ
年
を

経
過
し
た
も
の
は
、
専
修
寺
正
味
財
産
に
計
上

さ
れ
る
た
め
、
交
付
出
来
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

下
さ
い
。

詳
し
く
は
宗
務
院
財
務
課
ま
で
お
尋
ね
下
さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ

四
六
頁

第
四
十
三
回
住
職
補
任
研
修
会
報
告

去
る
十
月
八
日
（
金
）
午
後
よ
り
九
日
（
土
）
午
前
中

ま
で
、
住
職
補
任
研
修
会
が
、
教
師
七
名
参
加
の
下
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

尚
、
研
修
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

真
宗
の
教
義
と
高
田
派
の
歴
史

九
十
分

声
明

九
十
分

現
状
と
課
題
（
座
談
会
）

六
十
分

宗
教
法
人
法
・
寺
院
規
則

六
十
分

晨
朝
参
拝
・
説
教
聴
聞

住
職
道
・
布
教
道

九
十
分

法
式
・
作
法

九
十
分

以

上

本

山

行

事

予

定

（
十
一
月
・
十
二
月
）

十
一
月
三
、
四
日

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
～
十
日

秋
法
会

十
二
月
八
～
十
日

中
興
上
人
御
正
当

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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男女　　１９０名

令和３年１２月　７日(火)～１２月１０日(金)　郵送必着

令和３年１２月　１日(水)～１２月　６日(月)
※入学検定料の払込期間は、出願期間の前となっている為、ご注意ください

令和４年１月１０日(月・祝)

高田中学校

男女　　５７０名　(内部進学者含む)

令和３年１２月１日(水)９時　～　令和４年１月５日(水）１５時
インターネットによる出願と入学検定料の納付

■　Ｗｅｂ出願…個人が本校ホームページのＷｅｂ出願フォームに入力して出願
■　入学検定料の納付…Ｗｅｂ出願フォームより決済
　【クレジットカード、コンビニ支払、ペイジーから選択】※別途手数料が必要

令和４年１月３０日(日)

受験票およびＷｅｂ出願フォームに示します

募　集　人　員 ・子ども学科 １５０名

・キャリア育成学科 １００名

　（オフィスワークコース・介護福祉コース）

外国人留学生入試Ⅰ期

社会人等入試Ⅰ期

一般選抜Ⅰ期

社会人等入試Ⅱ期

大学等卒業生入試

海外帰国生徒入試

外国人留学生入試Ⅲ期

本学卒業生入試

一般選抜Ⅱ期

社会人等入試Ⅲ期

３
 
年
 
制

 令和４年 1月 8日(土)

令和４年 1月27日(木)～ 2月 4日(金)必着  令和４年 2月10日(木)

　※キャリア育成学科のみ実施

試　験　日

出 願 手 続

令和３年12月10日(金)～12月24日(金)必着

試 験 会 場

出　　願　　期　　間

令和４年 3月11日(金)

 令和３年11月27日(土)

TEL　０５９－２３２－２３１０

アスリート推薦

高 田 短 期 大 学

募 集 人 員

出 願 期 間

津市一身田豊野１９５

津市一身田町２８４３

払 込 期 間

高田中・高等学校

種　　　　別

令和４年 3月 1日(火)～ 3月 8日(火)必着

学校法人　高田学苑
TEL　０５９－２３２－２００４

高田中学校・高田高等学校・高田短期大学

試 験 日

試 験 日

令和４年度　　学生・生徒募集要項

高
 
等
 
学
 
校

募 集 人 員

中
 
学
 
校

出 願 期 間

試 験 会 場

６
 
年
 
制

短
　
　
期
　
　
大
　
　
学

一般推薦Ⅰ期
令和３年11月 8日(月)～11月22日(月)必着

令和３年11月 1日(月)～11月22日(月)必着
　※キャリア育成学科のみ実施

キ
ャ

リ
ア
育
成
学
科

子
ど
も
学
科

一般推薦Ⅱ期

外国人留学生入試Ⅱ期
　※キャリア育成学科のみ実施
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第
四
十
三
回
住
職
補
任
研
修
会
報
告

去
る
十
月
八
日
（
金
）
午
後
よ
り
九
日
（
土
）
午
前
中

ま
で
、
住
職
補
任
研
修
会
が
、
教
師
七
名
参
加
の
下
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

尚
、
研
修
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

真
宗
の
教
義
と
高
田
派
の
歴
史

九
十
分

声
明

九
十
分

現
状
と
課
題
（
座
談
会
）

六
十
分

宗
教
法
人
法
・
寺
院
規
則

六
十
分

晨
朝
参
拝
・
説
教
聴
聞

住
職
道
・
布
教
道

九
十
分

法
式
・
作
法

九
十
分

以

上

本

山

行

事

予

定

（
十
一
月
・
十
二
月
）

十
一
月
三
、
四
日

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
～
十
日

秋
法
会

十
二
月
八
～
十
日

中
興
上
人
御
正
当

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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真宗高田派共済会のご案内

●全寺院対象の共済制度●
真宗高田派共済会運営規程による各種制度

○見舞金
・本堂全焼及び全壊 １００万円
・本堂半焼及び半壊 ６０万円
・庫裏全焼及び全壊 ６０万円
＊ 災害を証明する書類が必要

・境内地並境内建物が災害を被った時は、２万円をお見舞いする
（追加されました）

＊ 被害総額が100万円以上の場合となります

○祝金
・本堂新築及び改築 ６０万円
・本堂を除く境内建物の新築および改築 １０万円
＊ 工事費が１千万円以上の場合となります
＊ 高田派代表役員が発行した新築・改築の承認書と

工事契約書の写しが必要

○香料（住職の死亡から６ヶ月以内に申請のこと）
在任期間により給付金が異なります
・住職在任４０年以上 ５０万円
・住職在任３０年以上４０年未満 ４０万円
・住職在任２０年以上３０年未満 ３０万円
・住職在任１０年以上２０年未満 ２０万円
・住職在任１０年未満 １０万円

○住職退職慰労金（退職から６ヶ月以内に申請のこと）
上記死亡の場合を適用する

○真宗教学奨学金（毎年４月末日までに申請のこと）
・高等学校生及び真宗各派の専修学院生 月額 ２万円 若干名
・大学生及び大学院生 月額 ４万円 若干名

月額 ８万円 若干名
（追加されました）

○奨励金（毎年４月末日までに申請のこと）
共済会が指定した学校学部に得度した者が入学したときに

４万円を支給します。
給付及び申請のお問い合わせは、下記の共済会担当までお尋ねください。

真宗高田派共済会 真宗高田派宗務院内
電 話 ０５９－２３２－４１７１ ＦＡＸ ０５９－２３２－１４１４

宗 門 の お 知 ら せ

四
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第
四
十
三
回
住
職
補
任
研
修
会
報
告

去
る
十
月
八
日
（
金
）
午
後
よ
り
九
日
（
土
）
午
前
中

ま
で
、
住
職
補
任
研
修
会
が
、
教
師
七
名
参
加
の
下
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

尚
、
研
修
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

真
宗
の
教
義
と
高
田
派
の
歴
史

九
十
分

声
明

九
十
分

現
状
と
課
題
（
座
談
会
）

六
十
分

宗
教
法
人
法
・
寺
院
規
則

六
十
分

晨
朝
参
拝
・
説
教
聴
聞

住
職
道
・
布
教
道

九
十
分

法
式
・
作
法

九
十
分

以

上

本

山

行

事

予

定

（
十
一
月
・
十
二
月
）

十
一
月
三
、
四
日

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
～
十
日

秋
法
会

十
二
月
八
～
十
日

中
興
上
人
御
正
当

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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「
三
重
県
人
権
教
育
基
本
方
針
」
よ
り
抜
粋

一
、
国
際
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
意
識
を
育
て
よ
う
。

一
、
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う
。

一
、
高
齢
者
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う
。

一
、
病
気
・
部
落
な
ど
に
よ
る
差
別
を
な
く
そ
う
。

一
、
障
害
者
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現
し
よ
う
。

人
権
擁
護
啓
発
活
動
重
点
項
目
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令
和
三
年
十
月
二
十
五
日
印
刷

十
月
二
十
五
日
発
行

令
和
三
年

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
番
地

電
話
（
〇
五
九
）
二
三
二
ー
四
一
七
一

http://www.senjuji.or.jp

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

宗

務

院

発

行

所

振
替
〇
〇
一
五
〇ｰ

〇ｰ

一
五
一
九
四
番

三
重
県
津
市
一
身
田
町
七
六
五
番
地

相

和

印

刷

所

印

刷

所

電
話
〈
〇
五
九
〉
二
三
二
ー
二
〇
七
〇


